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※福岡市の要介護認定者に占める「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の人の数
※令和 4年度・令和 5年度は 9月末の値
　令和 12 年度・令和 22 年度は推計した値
出典：第 9期福岡市介護保険事業計画

福岡市においても、

高齢者数の増加に伴い認

知症高齢者は増加し、

令和12年には、約5万人

になる見込みです。

決して珍しい症状ではな

く、誰にでも起こりえるもの

です。

　認知症は、 加齢に伴い生じる高血圧などと同じようによくある症状です。

　厚生労働省の発表では、 R4 （2022） 年現在、 65 歳以上の約 8 人に 1 人は認

知症で、 R22 （2040） 年には高齢者数の増加に伴い約 6.7 人に 1 人が認知症にな

ると言われています。

　病院で認知症と診断されて、 とても不安に感じておられることと思います。

　しかし、 認知症になったからと言って、 急に全てを忘れたり、 何もできなくなったりす

るわけではありません。

　早めの受診や必要なサービスを利用することで、 これまでと変わりない生活を続ける

ことができます。

　この冊子が認知症と診断された人やその家族など、 周りの方々の今後の生活に役

立つことができれば幸いです。











　認知症の治療・介護とうまく付き合っていくためには、本人・家族だけで悩みを抱えずに、

相談できる人や場所を持つことが大切です。早い段階から介護保険サービス（介護給付・予

防給付）について相談することで、色々なアドバイスを得ることができ、本人の望む生活が

より長く続けられたり、将来的には介護者の負担軽減にもつながります。

　40 歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたとき

には、利用者負担を支払って介護保険サービスが利用できるしくみです。

　介護保険サービスを利用するには、要介護（要支援）認定申請を行い、認定を受ける必

要があります。申請から認定結果が出るまでには、約 1 か月かかります。

　要支援１・２の認定を受けた人はいきいきセンターふくおか、要介護１～５の認定を受

けた人は居宅介護支援事業者へご相談ください。

※ 居宅介護支援事業者とは、ケアマネジャー（介護支援専門員）が所属する事業所です。

　介護保険サービスと一口に言っても、多種多様で、自宅で利用するサービス、自宅から通っ

て利用するサービス、生活環境を整えるためのサービス、生活の場を自宅から施設に移し

て利用するサービスなどがあります。いきいきセンターふくおかや、ケアマネジャーと相

談し、本人の希望に沿ったサービスをよく検討しましよう。

※介護保険サービスの詳しい説明や各サービス事業所一覧が掲載されている「ハートペー

ジ」という冊子があります。いきいきセンターふくおかや、各区保健福祉センター(P13 参照)

で配布、インターネットからもご覧いただけます。「“ハートページナビ福岡市版”と検索」

ケアマネジャーと相談しながら、

介護や支援の必要性に応じたサービスを

組み合わせてケアプランを作成します。













　働く人が介護に直面しても、介護と両立して仕事を続けられるように、情報提供やアドバイス

を行う相談窓口です。仕事帰りや日曜日にも相談できます。

 【受付時間】月・木曜日12 時～20 時、日曜日10 時～18 時 ※予約優先

　　　　　 ［祝日、年末年始（12 月28 日～1 月3 日）は除く。祝日が日曜の場合は開設］

 【住所】福岡市中央区荒戸３丁目３-３９ 福岡市市民福祉プラザ３階　【TEL】982-5407



いきいきセンターふくおかの一覧はこちら

いきいきセンターふくおかは、市内に５７センター設置されており、保健師・社会福祉士・

主任ケアマネジャーの資格を持つ専門スタッフが健康や福祉、介護などに関する相談を受け

たり、その人の身体状況に応じたアドバイスを行います。小学校区ごとに担当のセンターが

ありますので、どこのセンターに相談したらいいか分からない場合は、各区地域保健福祉課

(下記「各区保健福祉センターの窓口」欄を参照)へおたずねください。



　ユマニチュード®など認知症に関する講座やARを活用した認知症体験
等を実施しており、誰でも自由に訪れることができます。また、「認知
症の人にもやさしいデザイン」を全面導入しており、ショールームとし
ても活用可能です。
　【開館日時】火～土曜日（祝日・年末年始を除く）10時～18時
　【住所】福岡市中央区舞鶴2-5-1
　　　　（健康づくりサポートセンター あいれふ２階）
　【TEL】791-9115

　認知症サポート医・認知症相談医は、厚生労働省が定めた研修を受講
し、認知症に関する知識を備え、対応できる医師です。

認知症の人と家族の会でも相談を受けています。

【受付時間】毎週火･金曜日10 時半～15 時半（第３火曜・祝日・年末年始は除く）

【住所】福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ4 階団体連絡室

【TEL】771-8595

　認知症フレンドリーセンター

認知症フレンドリーセンターについて、詳細はこちら

認知症サポート医・認知症相談医の一覧はこちら



　成年後見制度の利用手続きは上記の各窓口となりますが、相談はいきいきセンターふくお

かのほか、下記でもお受けしています。

・福岡市成年後見推進センター　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 753-6450

・高齢者・障害者総合支援センターあいゆう(福岡県弁護士会)　　　 TEL 724-7709

・成年後見センター リーガルサポート福岡支部(福岡県司法書士会)  TEL 738-7050

・権利擁護センターぱあとなあ福岡(福岡県社会福祉士会 ) 　 　　　TEL 483-2941


